
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止法第７条又は第２１条には、「通報」の義務が明記

されています。 

入所者に対して「虐待では？」、「虐待になってしまうかも？」等 

虐待と思われるケースを発見したら、※各市町の相談等窓口に連絡

してください。なお、「虐待である」という証拠は必要ありません。 

施設職員など、保健・医療・福祉関係者の立場にある人は、高齢 

者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し高齢者虐待の早期発 

見に努めなければなりません。 

ご連絡いただいた方のお名前は、施設側には伝えることはありま 

せん。また、連絡したことで不利益なことを受けないように、法律 

で守られています。 

※ 各市町の相談等窓口（裏面参照） 

                  



 

 

 


